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(57)【要約】
　内視鏡（１０Ａ）が接続されるコネクタ受け（２０ｂ
）と、通常光を生成するＬＥＤ（２３ｒ，２３ｇ，２３
ｂ）と、外部の特殊光観察用光源装置（３０）に特殊光
の光量を制御する光量制御信号を出力する光源制御部（
２１）と、を有する通常光源装置（２０）と、特殊光を
生成するＩＲ－ＬＤ（３３ａ，３３ｂ）と、光量制御信
号に基づき通常光に対する特殊光の光量比を制御するＬ
Ｄ光源制御部（３１）と、を有する特殊光観察用光源装
置（３０）と、を備える光源装置システム（２）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　筐体と、
　　前記筐体に設けられ、生体に挿入される内視鏡が接続される接続部と、
　　前記筐体内に設けられ、前記接続部に接続された前記内視鏡を通って前記生体へ出射
される通常光を生成する通常光源と、
　　前記筐体の外部に設けられた前記通常光とはスペクトルが異なる特殊光を生成可能な
特殊光観察用光源装置に、前記特殊光の光量を制御する光量制御信号を出力する出力部と
、
　を有する通常光源装置と、
　　前記内視鏡に供給される前記特殊光を生成する特殊光源と、
　　前記出力部から出力された前記光量制御信号が入力され、前記光量制御信号に基づき
、前記通常光の光量に対して前記特殊光の光量が所定の光量比となるように前記特殊光の
光量を制御する光量制御部と、
　を有する前記特殊光観察用光源装置と、
　を備えることを特徴とする光源装置システム。
【請求項２】
　筐体と、
　前記筐体に設けられ、生体に挿入される内視鏡が接続される接続部と、
　前記筐体内に設けられ、前記接続部に接続された前記内視鏡を通って前記生体へ出射さ
れる通常光を生成する通常光源と、
　前記筐体の外部に設けられた前記通常光とはスペクトルが異なる特殊光を生成可能な特
殊光観察用光源装置に、前記特殊光の光量を制御する光量制御信号を出力する出力部と、
　を有することを特徴とする通常光源装置。
【請求項３】
　生体に挿入される内視鏡に供給される、通常光とはスペクトルが異なる特殊光を生成す
る特殊光源と、
　外部に設けられる前記通常光を発生可能な通常光源装置から光量制御信号が入力され、
前記光量制御信号に基づき、前記通常光の光量に対して前記特殊光の光量が所定の光量比
となるように前記特殊光の光量を制御する光量制御部と、
　を有することを特徴とする特殊光観察用光源装置。
【請求項４】
　前記出力部は、前記特殊光観察用光源装置と通信可能な状態になった場合に前記光量制
御信号を出力し、前記特殊光観察用光源装置と通信不可能な状態になった場合に前記光量
制御信号を出力しないことを特徴とする請求項２に記載の通常光源装置。
【請求項５】
　さらに、前記通常光の光量に対して前記特殊光の光量が所定の光量比となる前記光量制
御信号を生成する生成部を有することを特徴とする請求項２に記載の通常光源装置。
【請求項６】
　前記出力部は、前記接続部に接続される前記内視鏡へ前記特殊光を供給する前記特殊光
観察用光源装置に前記光量制御信号を出力可能であることを特徴とする請求項２に記載の
通常光源装置。
【請求項７】
　前記出力部は、第１の特殊光観察モードに対応する第１の特殊光を生成する第１の特殊
光源と第２の特殊光観察モードに対応する第２の特殊光を生成する第２の特殊光源とを有
する前記特殊光観察用光源装置に、前記光量制御信号を出力可能であり、
　前記生成部は、前記第１の特殊光観察モード時には、前記通常光の光量に対する前記第
１の特殊光の光量の比が前記第１の特殊光観察モードに対応する光量比となるような前記
光量制御信号を生成し、かつ、前記第２の特殊光観察モード時には、前記通常光の光量に
対する前記第２の特殊光の光量の比が前記第２の特殊光観察モードに対応する光量比とな
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るような前記光量制御信号を生成することを特徴とする請求項５に記載の通常光源装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の光源装置システムと、
　　前記接続部に接続されて前記通常光を導光する第１の導光部と、
　　前記特殊光源から供給される前記特殊光を導光する第２の導光部と、
　　前記生体に挿入され、前記第１の導光部により導光される前記通常光と前記第２の導
光部により導光される前記特殊光とを先端から出射する挿入部と、
　を有する前記内視鏡と、
　を備えることを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通常光と特殊光とを生成する光源装置システム、通常光を生成する通常光源
装置、特殊光を生成する特殊光観察用光源装置、光源装置システムを備える内視鏡システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常光と、通常光とはスペクトルが異なる特殊光と、を生成する光源装置は、従来より
提案されている。
【０００３】
　例えば、日本国特開２０１５－９１４１７号公報には、互いに異なるスペクトルの光を
出射する複数の半導体光源と、全出射光量に対する目標光量を設定する目標光量設定手段
と、複数の半導体光源の出射光量比を設定する光量比設定手段と、設定された出射光量比
に基づいて各半導体光源に対する駆動信号の振幅値をそれぞれ設定する振幅値設定手段と
、各駆動信号を、設定された振幅値に保持しつつ目標光量に応じた共通のパルス変調制御
により生成する駆動信号生成手段とを有する照明装置において、目標光量が設定されると
、その目標光量に応じた駆動パルス信号が各半導体光源に共通に設定され、この駆動パル
ス信号を出射光量比に応じた振幅値にして各半導体光源を駆動する個別駆動信号が生成さ
れることが記載されている。これにより、複数の半導体光源の出射光量比のバランスを崩
すことなく、目標光量に高精度に制御することができるとされている。
【０００４】
　また、ＷＯ２０１３／０３１７０１号には、所定の時間内に、第１の帯域の照明光によ
る照明を行うと共に、第２の帯域の照明光による照明を２回以上の第１の回数行う照明手
段と、第１の帯域の照明光による照明に基づく第１の撮像信号と第１の回数のうちの第１
の所定回の照明に基づく第２の撮像信号とを用いた色変換マトリクス処理によって第１の
明るさを算出し、第１の帯域の照明光による照明に基づく第１の撮像信号と第１の回数の
うちの第１の所定回以外の照明に基づく第２の撮像信号とを用いた色変換マトリクス処理
によって第２の明るさを算出する明るさ算出手段と、第２の明るさの元となる第１及び第
２の撮像信号に、第１の明るさと目標明るさとの差分と第２の明るさとの比に基づく係数
を乗算した後、第１の明るさの元となる第１及び第２の撮像信号に合成する合成手段と、
を備える内視鏡装置が記載されている。これにより、画質劣化を抑制しつつ、術者の感覚
に対応した調光制御を可能にすることができるとされている。
【０００５】
　ところで従来は、白色光などの通常光により観察を行うための光源装置を既に有してい
るユーザが、さらにＩＲ（赤外）などの特殊光による観察を新たに実施しようとする際に
は、通常光と特殊光との両方を生成可能な光源装置を別途購入する必要があった。
【０００６】
　しかし、通常光および特殊光を生成可能な光源装置は高価であるために、既に通常光の
光源を有していて通常光観察が可能なユーザにとって、通常光観察よりも使用頻度が低い
特殊光観察を可能とするために、通常光と特殊光との両方を生成可能な光源装置を新たに
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購買することは難しかった。
【０００７】
　さらに、特殊光を照射して得た画像は、通常光を照射して得た画像とは異なる画像処理
が必要であるために、単に特殊光を生成可能な光源装置を追加するだけでは、適切な特殊
光観察を行うことはできず、特殊光に対応した映像処理等を行うシステムが必要であった
。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、通常光により観察を行うユーザが、さ
らに特殊光による観察を従来よりも安価に行うことを可能とする光源装置システム、通常
光源装置、特殊光観察用光源装置、内視鏡システムを提供することを目的としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様による光源装置システムは、筐体と、前記筐体に設けられ、生体に挿入
される内視鏡が接続される接続部と、前記筐体内に設けられ、前記接続部に接続された前
記内視鏡を通って前記生体へ出射される通常光を生成する通常光源と、前記筐体の外部に
設けられた前記通常光とはスペクトルが異なる特殊光を生成可能な特殊光観察用光源装置
に、前記特殊光の光量を制御する光量制御信号を出力する出力部と、を有する通常光源装
置と、前記内視鏡に供給される前記特殊光を生成する特殊光源と、前記出力部から出力さ
れた前記光量制御信号が入力され、前記光量制御信号に基づき、前記通常光の光量に対し
て前記特殊光の光量が所定の光量比となるように前記特殊光の光量を制御する光量制御部
と、を有する前記特殊光観察用光源装置と、を備える。
【００１０】
　本発明の他の態様による通常光源装置は、筐体と、前記筐体に設けられ、生体に挿入さ
れる内視鏡が接続される接続部と、前記筐体内に設けられ、前記接続部に接続された前記
内視鏡を通って前記生体へ出射される通常光を生成する通常光源と、前記筐体の外部に設
けられた前記通常光とはスペクトルが異なる特殊光を生成可能な特殊光観察用光源装置に
、前記特殊光の光量を制御する光量制御信号を出力する出力部と、を有する。
【００１１】
　本発明のさらに他の態様による特殊光観察用光源装置は、生体に挿入される内視鏡に供
給される、通常光とはスペクトルが異なる特殊光を生成する特殊光源と、外部に設けられ
る前記通常光を発生可能な通常光源装置から光量制御信号が入力され、前記光量制御信号
に基づき、前記通常光の光量に対して前記特殊光の光量が所定の光量比となるように前記
特殊光の光量を制御する光量制御部と、を有する。
【００１２】
　本発明のまたさらに他の態様による内視鏡システムは、上記光源装置システムと、前記
接続部に接続されて前記通常光を導光する第１の導光部と、前記特殊光源から供給される
前記特殊光を導光する第２の導光部と、前記生体に挿入され、前記第１の導光部により導
光される前記通常光と前記第２の導光部により導光される前記特殊光とを先端から出射す
る挿入部と、を有する前記内視鏡と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態１における、通常光および特殊光による観察が可能な内視鏡シ
ステムの構成例を示す図。
【図２】上記実施形態１において、通常光および特殊光による観察が可能な特殊光観察内
視鏡の撮像ユニットの撮像部の構成例を示す図。
【図３】上記実施形態１において、通常光により観察を行うための内視鏡システムの構成
例を示す図。
【図４】上記実施形態１において、通常光観察のみを行うユーザと、通常光観察および特
殊光観察を行うユーザと、が購入する装置の組み合わせを示す図表。
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【図５】上記実施形態１において、発光時間と発光強度とに応じた第１の光源の光量の例
を示す線図。
【図６】上記実施形態１において、発光時間と発光強度とに応じた第２の光源の光量の例
を示す線図。
【図７】上記実施形態１において、光源制御部からの光量指示値に応じて、電流調光とＰ
ＷＭ調光とを切り替える例を示す線図。
【図８】上記実施形態１において、光源制御部からの光量指示値に応じて、電流調光とＰ
ＷＭ調光とを切り替える様子を時間方向に沿って示す図。
【図９】上記実施形態１の内視鏡システムの作用を示すフローチャート。
【図１０】本発明の実施形態２における、通常光および特殊光による観察が可能な内視鏡
システムの構成例を示す図。
【図１１】上記実施形態２において、電流調光とＰＷＭ調光とを切り替えるタイミングを
、第１の光源と第２の光源とで異ならせる例を示す線図。
【図１２】上記実施形態２において、電流調光とＰＷＭ調光とを切り替えるタイミングを
、第１の光源と第２の光源とで異ならせる様子を時間方向に沿って示す図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１５】
［実施形態１］
　図１から図９は本発明の実施形態１を示したものであり、図１は通常光および特殊光に
よる観察が可能な内視鏡システム１の構成例を示す図である。
【００１６】
　図１の構成例に示す内視鏡システム１は、特殊光観察内視鏡１０Ａと、光源装置システ
ム２を構成する通常光源装置２０および特殊光観察用光源装置３０と、を備えており、観
察モードを、白色光観察モードと、狭帯域光観察モードと、蛍光観察モードと、に設定す
ることができるようになっている。
【００１７】
　特殊光観察内視鏡１０Ａは、通常光による観察と、通常光とはスペクトルが異なる特殊
光による観察と、の両方を行うことができるように構成されたものであり、撮像ユニット
１１と、照明レンズ１２と、ライトガイド１３と、特殊光ガイド１４と、スコープＩＤメ
モリ１５と、ユニバーサルコネクタ１６と、特殊光分岐コード１７と、特殊光コネクタ１
８と、挿入部１９と、を備えた内視鏡である。
【００１８】
　撮像ユニット１１は、特殊光観察内視鏡１０Ａの挿入部１９の先端部に配設されていて
、通常光または特殊光を照射された被検体の光学像を結像する図示しない対物レンズと、
この対物レンズにより結像された光学像を電気信号に変換する撮像部（図２参照）と、を
備えている。
【００１９】
　図２は、通常光および特殊光による観察が可能な特殊光観察内視鏡の撮像ユニット１１
の撮像部の構成例を示す図である。
【００２０】
　撮像ユニット１１の撮像部は、励起光カットフィルタ１１ａと、ビームスプリッタ１１
ｂと、通常光用撮像素子１１ｃと、特殊光用撮像素子１１ｄと、を有している。
【００２１】
　励起光カットフィルタ１１ａは、被検体からの反射光に含まれる励起光をカットする。
【００２２】
　ビームスプリッタ１１ｂは、励起光カットフィルタ１１ａを通過した光を２つに分岐し
て、一方の光を通常光用撮像素子１１ｃへ、他方の光を特殊光用撮像素子１１ｄへ、それ
ぞれ到達させる。
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【００２３】
　通常光用撮像素子１１ｃは、例えばモノクロ撮像素子として構成されていて、通常光と
しての白色光を構成するＲ光、Ｇ光、Ｂ光が面順次で照射されたときに、それぞれの色画
像を面順次で出力する。なお、ここでは面順次式である例を説明したが、これに限定され
るものではなく、通常光用撮像素子１１ｃを、例えば原色ベイヤーフィルタが配置された
カラー撮像素子により構成して、同次式としても構わない。
【００２４】
　また、本実施形態においては、特殊光として赤外光（特殊光観察用光源装置３０により
生成された赤外光）を用い、赤外光を励起光として被検体へ照射して、被検体からの蛍光
観察を行うようになっている。従って、特殊光用撮像素子１１ｄは、特殊光を照射された
被検体からの蛍光像を撮像するものである。
【００２５】
　具体的に、本実施形態の特殊光用撮像素子１１ｄは、例えば、蛍光の帯域の光のみを通
過させる蛍光透過フィルタ１１ｄ１と、モノクロ撮像素子１１ｄ２と、を組み合わせて構
成されている。
【００２６】
　このような撮像ユニット１１により撮像して得られた電気信号は、通常光源装置２０内
に設けられた後述する映像処理部２８へ送信される。
【００２７】
　照明レンズ１２は、特殊光観察内視鏡１０Ａの挿入部１９の先端部に配置されていて、
ライトガイド１３により伝達された通常光、または特殊光ガイド１４により伝達された特
殊光を、被検体へ向けて照射するものである。
【００２８】
　ライトガイド１３は、ユニバーサルコネクタ１６を介してコネクタ受け２０ｂに接続さ
れて、通常光源装置２０からの通常光を導光して先端の射出面から射出する第１の導光部
である。このライトガイド１３は、例えば複数の光ファイバを束ねた光ファイババンドル
として構成されていて、特殊光観察内視鏡１０Ａの挿入部１９内を先端部まで挿通されて
いる。
【００２９】
　特殊光ガイド１４は、特殊光観察用光源装置３０の特殊光源である第１ＩＲ－ＬＤ３３
ａと第２ＩＲ－ＬＤ３３ｂとから供給される特殊光を導光して先端の射出面から射出する
第２の導光部である。この特殊光ガイド１４は、単一の光ファイバ、または複数の光ファ
イバを束ねた光ファイババンドル（ライトガイド）などにより構成されていて、先端側に
おいて上述したライトガイド１３と例えばランダムミキシングされている。従って、ライ
トガイド１３の先端の射出面と特殊光ガイド１４の先端の射出面とは共通となっている。
こうして、通常光と特殊光とは、挿入部１９の先端部の同一位置から、照明レンズ１２を
介して被検体へ照射される。
【００３０】
　スコープＩＤメモリ１５は、特殊光観察内視鏡１０Ａの識別情報を不揮発に記憶する記
憶部である。このスコープＩＤメモリ１５には、特殊光観察内視鏡１０Ａの製品型番や製
造シリアル番号、スペクトルが異なる複数種類の光の光量比率を示すカラーバランス値な
どの情報が記憶されている。ここに、カラーバランス値は、例えば、白色光と赤外光との
光量比率、あるいは白色光におけるＲＧＢ各色光の光量比率、さらにあるいは後述する狭
帯域光観察（Narrow Band Imaging：ＮＢＩ（登録商標））モードにおけるＧ光とＶ光と
の光量比率などである。このスコープＩＤメモリ１５に記憶された情報は、信号線を介し
て、映像処理部２８により読み出されるようになっている。
【００３１】
　ユニバーサルコネクタ１６は、特殊光観察内視鏡１０Ａのユニバーサルコードの基端に
設けられており、特殊光観察内視鏡１０Ａを通常光源装置２０のコネクタ受け２０ｂに接
続するためのものである。ユニバーサルコネクタ１６およびコネクタ受け２０ｂを介して
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、撮像ユニット１１およびスコープＩＤメモリ１５が映像処理部２８に接続され、ライト
ガイド１３に通常光が供給されるようになっている。
【００３２】
　特殊光分岐コード１７は、例えば、特殊光観察内視鏡１０Ａの操作を行うための操作部
から、ユニバーサルコードとは別途に延出されていて、特殊光ガイド１４を含むコードで
ある。ただし、これに限らず、特殊光分岐コード１７を、ユニバーサルコードの途中から
分岐してもよいし、ユニバーサルコネクタ１６から分岐しても構わない。
【００３３】
　特殊光コネクタ１８は、特殊光分岐コード１７の基端に設けられており、特殊光観察内
視鏡１０Ａを特殊光観察用光源装置３０のコネクタ受け３０ａに接続するためのものであ
る。特殊光コネクタ１８およびコネクタ受け３０ａを介して、特殊光観察用光源装置３０
から特殊光ガイド１４へ特殊光が供給されるようになっている。
【００３４】
　挿入部１９は、特殊光観察内視鏡１０Ａの操作部から延出され、生体に挿入されるよう
に構成された細長の部位である。この挿入部１９には、ライトガイド１３および特殊光ガ
イド１４が内設されており、ライトガイド１３により導光される通常光と特殊光ガイド１
４により導光される特殊光とを挿入部１９の先端から出射する。
【００３５】
　通常光源装置２０は、筐体２０ａを有する通常光観察用光源装置であり、本実施形態に
おいては撮像ユニット１１から得られた画像を処理するためのビデオプロセッサを兼ねた
ものとなっている。ただし、通常光源装置２０をビデオプロセッサとは別体として構成し
ても勿論構わない。
【００３６】
　筐体２０ａには、生体に挿入される特殊光観察内視鏡１０Ａ（図１参照）または通常内
視鏡１０Ｂ（図３参照）が接続される接続部であるコネクタ受け２０ｂが設けられている
。
【００３７】
　通常光源装置２０は、筐体２０ａ内に、光源として複数色の発光素子、具体的には、赤
色（Ｒ）発光素子である赤色ＬＥＤ（Ｒ－ＬＥＤ）２３ｒと、緑色（Ｇ）発光素子である
緑色ＬＥＤ（Ｇ－ＬＥＤ）２３ｇと、青色（Ｂ）発光素子である青色ＬＥＤ（Ｂ－ＬＥＤ
）２３ｂと、バイオレット（Ｖ）発光素子であるバイオレットＬＥＤ（Ｖ－ＬＥＤ）２３
ｖと、を備えている。
【００３８】
　これらの内の少なくとも赤色ＬＥＤ２３ｒ、緑色ＬＥＤ２３ｇ、および青色ＬＥＤ２３
ｂは、通常光を生成する通常光源を構成しており、これらの発光素子から発光された光は
、通常光としての白色光を構成することが可能となっている。ここに、白色光を構成する
３原色である赤緑青の各色帯域は、赤色ＬＥＤ２３ｒから発光された光により赤色帯域を
構成し、緑色ＬＥＤ２３ｇから発光された光により緑色帯域を構成し、青色ＬＥＤ２３ｂ
から発光された光により青色帯域を構成することができる。
【００３９】
　ただし、バイオレットＬＥＤ２３ｖをさらに通常光源に含めて、青色帯域については、
青色ＬＥＤ２３ｂから発光された光とバイオレットＬＥＤ２３ｖから発光された光との両
方により構成するようにしても構わない。
【００４０】
　こうして生成された通常光は、コネクタ受け２０ｂに接続された特殊光観察内視鏡１０
Ａまたは通常内視鏡１０Ｂを通って生体へ出射されるようになっている。
【００４１】
　ところで、血液中のヘモグロビンに吸収され易い狭帯域化された波長の光を照射すると
、血管が強調して観察されることが知られている。本実施形態におけるバイオレットＬＥ
Ｄ２３ｖは、このような狭帯域光観察を行うためのものであり、例えば３９０～４４５ｎ
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ｍの波長の狭帯域光を発光するものとなっている。このバイオレットＬＥＤ２３ｖを用い
た狭帯域光観察を行うと、例えば粘膜表層の毛細血管を強調して観察することができる。
また、５３０～５５０ｎｍの波長の狭帯域光による観察を行えば、深部の太い血管観察と
粘膜表層の毛細血管とのコントラストを強調することができることが知られている。そこ
で、本実施形態の緑色ＬＥＤ２３ｇは、この狭帯域光を生体に照射するための緑色光Ｇを
発生可能である。
【００４２】
　通常光源装置２０に設けられたＬＥＤ駆動部２２は、これらの赤色ＬＥＤ２３ｒと緑色
ＬＥＤ２３ｇと青色ＬＥＤ２３ｂとバイオレットＬＥＤ２３ｖとに駆動電流をそれぞれ供
給して駆動するものである。
【００４３】
　さらに、通常光源装置２０には、複数色の発光素子の発光強度を検出する発光強度検出
部として、赤色ＬＥＤ２３ｒの発光強度を検出する光センサ２７ｒと、緑色ＬＥＤ２３ｇ
の発光強度を検出する光センサ２７ｇと、青色ＬＥＤ２３ｂの発光強度を検出する光セン
サ２７ｂと、バイオレットＬＥＤ２３ｖの発光強度を検出する光センサ２７ｖと、が設け
られている。そして、これらの光センサ２７ｒ，２７ｇ，２７ｂ，２７ｖは、発光強度を
検出した結果をそれぞれ光源制御部２１へ出力する。
【００４４】
　通常光源装置２０に設けられた光源制御部２１は、光センサ２７ｒ，２７ｇ，２７ｂ，
２７ｖの検出結果に基づきＬＥＤ駆動部２２を制御して各色ＬＥＤ２３ｒ，２３ｇ，２３
ｂ，２３ｖの発光強度やカラーバランスの調整を行う。この通常光源装置２０による各色
ＬＥＤ２３ｒ，２３ｇ，２３ｂ，２３ｖの制御は、後述するように、電流調光とＰＷＭ調
光とを組み合わせて行われるようになっている。
【００４５】
　通常光源装置２０には、照明光を導光し選択する光学系として、４つのコリメータレン
ズ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂ，２４ｖと、３つのダイクロイックフィルタ２５ａ，２５ｂ，
２５ｃと、観察モード切替部２６と、集光レンズ２４ｄとが設けられている。
【００４６】
　４つのコリメータレンズ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂ，２４ｖは、赤色ＬＥＤ２３ｒ、緑色
ＬＥＤ２３ｇ、青色ＬＥＤ２３ｂ、バイオレットＬＥＤ２３ｖそれぞれの出射光の光路上
に配設されていて、入射された光を平行光として射出するものである。
【００４７】
　第１のダイクロイックフィルタ２５ａは、赤色ＬＥＤ２３ｒからの赤色光Ｒを透過し、
緑色ＬＥＤ２３ｇからの緑色光Ｇを反射するものである。
【００４８】
　第２のダイクロイックフィルタ２５ｂは、赤色ＬＥＤ２３ｒからの赤色光Ｒおよび緑色
ＬＥＤ２３ｇからの緑色光Ｇを透過し、青色ＬＥＤ２３ｂからの青色光Ｂを反射するもの
である。
【００４９】
　第３のダイクロイックフィルタ２５ｃは、赤色ＬＥＤ２３ｒからの赤色光Ｒ、緑色ＬＥ
Ｄ２３ｇからの緑色光Ｇ、および青色ＬＥＤ２３ｂからの青色光Ｂを透過し、バイオレッ
トＬＥＤ２３ｖからのバイオレット色の狭帯域光Ｖを反射するものである。
【００５０】
　観察モード切替部２６は、観察モードに応じた光学フィルタを回転可能なターレット上
に配列し、ターレットをモータ等の駆動源により回動するように構成されているものであ
る。例えば、通常観察においては、光学フィルタの入っていない開口状態になっており、
狭帯域光観察においては、バイオレットＬＥＤ２３ｖからの光を透過し、かつ、広帯域な
緑色ＬＥＤ２３ｇからの緑色光Ｇから狭帯域観察に必要な狭帯域Ｇ’光を生成するバンド
バスフィルタで構成される。
【００５１】
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　なお、各色ＬＥＤ２３ｒ，２３ｇ，２３ｂ，２３ｖを同時発光させる場合にはこの観察
モード切替部２６を用いて必要な色の光を選択するが、各色ＬＥＤ２３ｒ，２３ｇ，２３
ｂ，２３ｖを順次に発光させる場合には観察モード切替部２６を省略した構成を採用して
も構わない。
【００５２】
　集光レンズ２４ｄは、観察モード切替部２６を通過した平行光束を、上述したライトガ
イド１３の基端の入射端面に集光するものである。
【００５３】
　通常光源装置２０に設けられた操作パネル２９は、通常光源装置２０に対する操作をユ
ーザが行うためのものであり、通常光源装置２０の電源のオン／オフ、観察モードの設定
などの操作を行うことができるようになっている。操作パネル２９から入力された観察モ
ードは、光源制御部２１を介して映像処理部２８へ送信され、観察モードに対応した画像
処理が行われるようになっている。
【００５４】
　映像処理部２８は、撮像ユニット１１から受信した各色画像を同時化してカラーの画像
信号を生成し、カラーバランス調整やガンマ変換、色変換等の画像処理を行った後に、表
示用の信号形式に変換して図示しないモニタ等へ出力する。
【００５５】
　ここに、映像処理部２８は、通常光源装置２０のみで設定可能な、白色光観察モードと
、狭帯域光観察モードと、に対応した画像処理を行うだけでなく、さらに外部光源である
特殊光観察用光源装置３０が接続されているときに設定可能な蛍光観察モードに対応した
画像処理（より一般には、特殊光観察モードに対応した画像処理）も行うことができるよ
うに構成されている。
【００５６】
　次に、光源制御部２１は、映像処理部２８を介してスコープＩＤメモリ１５に記憶され
ているカラーバランス値を取得して、照明光のカラーバランス調整を行う。
【００５７】
　例えば白色光観察モードにおいては、光源制御部２１は、赤色ＬＥＤ２３ｒと緑色ＬＥ
Ｄ２３ｇと青色ＬＥＤ２３ｂ（あるいは青色ＬＥＤ２３ｂおよびバイオレットＬＥＤ２３
ｖ）との発光強度のバランス調整を行う。
【００５８】
　また、狭帯域光観察モードにおいては、光源制御部２１は、緑色ＬＥＤ２３ｇとバイオ
レットＬＥＤ２３ｖとの発光強度のバランス調整を行う。
【００５９】
　さらに、蛍光観察モードにおいては、光源制御部２１は、特殊光の光量を制御する光量
制御信号を特殊光観察用光源装置３０へ出力する。
【００６０】
　すなわち、光源制御部２１は、通常光の光量に対して特殊光の光量が所定の光量比とな
る光量制御信号を生成する生成部であり、特殊光観察用光源装置３０に特殊光の光量を制
御する光量制御信号を出力する出力部ともなっている。
【００６１】
　このとき、光源制御部２１は、第１の特殊光観察モード時（例えば、第１の蛍光観察モ
ード時）には、通常光の光量に対する第１の特殊光の光量の比が第１の特殊光観察モード
に対応する光量比となるような光量制御信号を生成し、かつ、第２の特殊光観察モード時
（例えば、第２の蛍光観察モード時）には、通常光の光量に対する第２の特殊光の光量の
比が第２の特殊光観察モードに対応する光量比となるような光量制御信号を生成して出力
するようになっている。
【００６２】
　さらに、光源制御部２１は、特殊光観察用光源装置３０の後述するＬＤ光源制御部３１
に対して通信の確認を行い、ＬＤ光源制御部３１から返信がある場合には特殊光観察用光
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源装置３０と通信可能であり、ＬＤ光源制御部３１から返信がない場合には特殊光観察用
光源装置３０と通信不可能であると判定するようになっている。そして、光源制御部２１
は、特殊光観察用光源装置３０と通信可能な状態になった場合に光量制御信号を生成して
出力し、特殊光観察用光源装置３０と通信不可能な状態になった場合に光量制御信号を出
力しない（出力しないときには生成もしないことが消費電力を削減する観点から好ましい
が、生成はするが出力しないであっても構わない）処理を行う。
【００６３】
　特殊光観察用光源装置３０は、通常光源装置２０の筐体２０ａの外部に設けられた外部
光源であり、コネクタ受け２０ｂに接続される特殊光観察内視鏡１０Ａへ、通常光とはス
ペクトルが異なる特殊光を生成して供給可能な光源装置である。
【００６４】
　ここに、特殊光は、通常光源装置２０では原理的に発光することができない光である。
すなわち、通常光である白色光が例えばＲＧＢの３色光で構成されているものとする。こ
のとき、λを波長として、ＲＧＢ３色光のスペクトルをＲ（λ）、Ｇ（λ）、Ｂ（λ）と
書くものとする。
【００６５】
　このとき、通常光源装置２０から発光可能な光は、値として正または０をとる３つの係
数ｋｒ，ｋｇ，ｋｂを用いれば、次の線形結合の形で書くことができる。
【００６６】
　　ｋｒ×Ｒ（λ）＋ｋｇ×Ｇ（λ）＋ｋｂ×Ｂ（λ）
　これに対して、各係数ｋｒ，ｋｇ，ｋｂの値を正または０の範囲でどのように調整した
としても、特殊光のスペクトルＸ（λ）に一致させることができないとき、Ｘを特殊光と
呼ぶものとする。なお、通常光としてバイオレットＶ（λ）をさらに含める場合でも、係
数ｋｖを用いた「＋ｋｖ×Ｖ（λ）」を上述した線形結合に追加すればよく、同様の定義
を用いることができる。
【００６７】
　本実施形態においては、特殊光として、赤外レーザにより発光された狭帯域赤外光（な
お、レーザ光の帯域は、一般的に、ＬＥＤ光の帯域よりもさらに狭い）を用いている。こ
こに、励起光の波長は使用する薬剤等によって異なるために、励起光は赤外光に限るもの
ではなく、可視光や紫外光などであってもよい。
【００６８】
　そして、本実施形態においては特殊光を、蛍光発光のための励起光として用いているが
、特殊光の用途はこれに限定されるものではない。例えば、図１の構成ではＮＢＩ照明に
用いるバイオレットＬＥＤ２３ｖを通常光源装置２０内に設けているが、これに代えて特
殊光観察用光源装置３０内に設けるようにしても構わない（この場合には、特殊光はＮＢ
Ｉ照明光となる）。
【００６９】
　本実施形態の特殊光観察用光源装置３０は、光源として波長が異なる複数の赤外レーザ
ダイオード（ＩＲ－ＬＤ）、具体的には、第１の波長の赤外狭帯域光を発光する第１ＩＲ
－ＬＤ３３ａと、第１の波長とは異なる第２の波長の赤外狭帯域光を発光する第２ＩＲ－
ＬＤ３３ｂと、を備えている。
【００７０】
　ここに、第１ＩＲ－ＬＤ３３ａと第２ＩＲ－ＬＤ３３ｂとは、特殊光観察内視鏡１０Ａ
に供給される特殊光を生成する特殊光源である。第１ＩＲ－ＬＤ３３ａは、第１の特殊光
観察モードに対応する第１の特殊光を生成する第１の特殊光源、第２ＩＲ－ＬＤ３３ｂは
、第２の特殊光観察モードに対応する第２の特殊光を生成する第２の特殊光源となってい
る。
【００７１】
　そして、複数の赤外レーザダイオードを設けたのは、異なる種類の薬剤に対応可能とな
るようにするためである。従って、１種類の赤外レーザダイオードを設けてもよいし、３
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種類以上の赤外レーザダイオードを設けても構わないし、上述したように赤外以外の励起
光を発光する光源を設けても構わない。
【００７２】
　特殊光観察用光源装置３０に設けられたＬＤ駆動部３２は、これらの第１ＩＲ－ＬＤ３
３ａと第２ＩＲ－ＬＤ３３ｂとに駆動電流をそれぞれ供給して駆動するものである。
【００７３】
　特殊光観察用光源装置３０には、特殊光を導光し選択する光学系として、２つのコリメ
ータレンズ３４ａ，３４ｂと、ダイクロイックフィルタ３５ａと、低反射ミラー３５ｂと
、集光レンズ３４ｃとが設けられている。
【００７４】
　２つのコリメータレンズ３４ａ，３４ｂは、第１ＩＲ－ＬＤ３３ａと第２ＩＲ－ＬＤ３
３ｂそれぞれの出射光の光路上に配設されていて、入射された光を平行光として射出する
ものである。
【００７５】
　ダイクロイックフィルタ３５ａは、第１ＩＲ－ＬＤ３３ａからの第１の波長の赤外光を
透過し、第２ＩＲ－ＬＤ３３ｂからの第２の波長の赤外光を反射するものである。
【００７６】
　低反射ミラー３５ｂは、ダイクロイックフィルタ３５ａからの赤外光を一般的な半透過
ミラーよりもさらに低い反射率で反射するものである。ここで低反射ミラー３５ｂを用い
ることにより、特殊光ガイド１４に入射する赤外光は強度がほとんど低下しないようにな
っている。
【００７７】
　特殊光観察用光源装置３０における低反射ミラー３５ｂの反射光路上には、特殊光の発
光強度を検出する発光強度検出部として光センサ３７が配置されている。この光センサ３
７は、発光強度を検出した結果をＬＤ光源制御部３１へ出力する。
【００７８】
　特殊光観察用光源装置３０に設けられたＬＤ光源制御部３１は、上述した光源制御部２
１から、特殊光の光量を制御するための光量制御信号を受信する。ここに、通常光源装置
２０と特殊光観察用光源装置３０とは、有線を介して通信を行ってもよいし、無線を介し
て通信を行っても構わない。
【００７９】
　そして、ＬＤ光源制御部３１は、光量制御信号を入力して、光量制御信号に基づき、通
常光の光量に対して特殊光の光量が所定の光量比となるように特殊光の光量を制御する光
量制御部である。
【００８０】
　具体的に、ＬＤ光源制御部３１は、受信した光量制御信号と、光センサ３７の検出結果
とに基づいて、ＬＤ駆動部３２を制御し、第１ＩＲ－ＬＤ３３ａと第２ＩＲ－ＬＤ３３ｂ
の発光強度の調整を行う。このＬＤ光源制御部３１による発光強度の制御は、光源制御部
２１による発光強度の制御と同様に、電流調光とＰＷＭ調光とを組み合わせて行われるよ
うになっている。
【００８１】
　集光レンズ３４ｃは、低反射ミラー３５ｂを通過した平行光束を、特殊光ガイド１４の
基端の入射端面に集光するものである。
【００８２】
　次に、図３は通常光により観察を行うための内視鏡システム１の構成例を示す図、図４
は通常光観察のみを行うユーザと、通常光観察および特殊光観察を行うユーザと、が購入
する装置の組み合わせを示す図表である。
【００８３】
　特殊光による観察が必要であるユーザは、図１に示したような構成の内視鏡システム１
を構築することになる。これに対して、特殊光による観察が不要であるユーザは、図３に
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示すような構成の内視鏡システム１を構築すればよい。
【００８４】
　ここに、図３に示す内視鏡システム１は、通常光源装置２０に、通常内視鏡１０Ｂを組
み合わせたものとなっている。ここに、通常光源装置２０は、図１に示したものと同一で
ある。
【００８５】
　また、通常内視鏡１０Ｂは、撮像ユニット１１Ｂと、照明レンズ１２と、ライトガイド
１３と、スコープＩＤメモリ１５Ｂと、ユニバーサルコネクタ１６と、を備えた通常光に
よる観察を行うための内視鏡である。
【００８６】
　ここに、撮像ユニット１１Ｂは、通常内視鏡１０Ｂの挿入部１９の先端部に配設されて
いて、通常光を照射された被検体の光学像を結像する図示しない対物レンズと、この対物
レンズにより結像された光学像を電気信号に変換する撮像部と、を備えている。撮像ユニ
ット１１Ｂの撮像部は、図２に示した構成から励起光カットフィルタ１１ａ、ビームスプ
リッタ１１ｂ、特殊光用撮像素子１１ｄを削除して、通常光用撮像素子１１ｃのみを設け
たものとなっている。
【００８７】
　また、スコープＩＤメモリ１５Ｂは、通常内視鏡１０Ｂの識別情報を不揮発に記憶する
記憶部となっている。すなわち、スコープＩＤメモリ１５Ｂには、通常内視鏡１０Ｂの製
品型番や製造シリアル番号、スペクトルが異なる複数種類の光の光量比率を示すカラーバ
ランス値などの情報が記憶されている。このスコープＩＤメモリ１５Ｂに記憶された情報
は、信号線を介して、映像処理部２８により読み出されるようになっている。
【００８８】
　図４に示すように、通常光観察のみを行えば足りるユーザは、通常光観察用光源装置お
よび映像処理装置（本実施形態においては、一体化された通常光源装置２０となっている
）と、通常内視鏡１０Ｂと、を購入すればよい（図４において○を付したものを購入する
ことになる）。
【００８９】
　一方、通常光観察および特殊光観察を行うユーザは、通常光観察用光源装置および映像
処理装置（通常光源装置２０）と、特殊光観察用光源装置３０と、特殊光観察内視鏡１０
Ａと、を購入することになる。なお、特殊光観察内視鏡１０Ａは、上述したように、通常
内視鏡１０Ｂとしての機能を兼ね備えているために、通常内視鏡１０Ｂを別途購入する必
要はない。
【００９０】
　従って、既に通常光観察に必要な図３に示す内視鏡システム１を保持しているユーザが
、さらに特殊光観察を可能とするためには、特殊光観察用光源装置３０と、特殊光観察内
視鏡１０Ａと、を購入すれば足りることになる。特殊光観察用光源装置３０は、通常光と
特殊光との両方を発光可能な光源装置に比べて安価であるために、比較的少ない費用負担
で特殊光観察が可能な環境に移行することができる。
【００９１】
　次に、図５～図８を参照して、光源装置システム２における光量制御について説明する
。まず、図５は発光時間と発光強度とに応じた第１の光源の光量の例を示す線図、図６は
発光時間と発光強度とに応じた第２の光源の光量の例を示す線図である。
【００９２】
　ここに、第１の光源と第２の光源とは、異なる光源であれば任意の組み合わせに対して
適用可能であるが、一例としてここでは、第１の光源が通常光（例えば、参照光としての
Ｇ光）を発光するもの、第２の光源が特殊光（上述したように、例えば赤外狭帯域光）を
発光するものであるとする。ただし、第１の光源を赤色ＬＥＤ２３ｒ、第２の光源を緑色
ＬＥＤ２３ｇとしてもよいし、第１の光源を緑色ＬＥＤ２３ｇ、第２の光源をバイオレッ
トＬＥＤ２３ｖとしても構わないし、さらにその他の組み合わせでもよいし、以下に説明
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する例に限定されるものではない。
【００９３】
　１枚の画像（例えば１フレームの画像）の露光期間における第１の光源の発光時間をτ
１、発光強度をＰ１とすると、発光量はＰ１×τ１（図５に示す矩形の面積）として表さ
れる。同様に、１枚の画像の露光期間における第２の光源の発光時間をτ２、発光強度を
Ｐ２とすると、発光量はＰ２×τ２（図６に示す矩形の面積）として表される。
【００９４】
　そして、発光強度Ｐ１，Ｐ２は光源へ供給する電流の電流値を制御することにより変化
し、発光時間τ１，τ２は光源へ供給する電流のＰＷＭデューティを制御することにより
変化する。スコープＩＤメモリ１５，１５Ｂには、通常光を構成する色成分間の光量バラ
ンスに関する情報が記録され、さらに、スコープＩＤメモリ１５には、通常光と特殊光と
の光量バランスに関する情報が記録されている。
【００９５】
　通常、蛍光の強度は低いために、特殊光としての励起光は最大光量を確保することが可
能である必要がある。従って、第２の光源を最大光量とするときには、露光期間をＴｅｘ
ｐとすると、第２の光源の最大発光時間τ２ｍａｘは、τ２ｍａｘ＝Ｔｅｘｐに設定され
、さらに定格範囲内の最大電流が第２の光源に供給されることになる（このときの発光強
度をＰ２ｍａｘとする）。
【００９６】
　この最大光量（Ｐ２ｍａｘ×τ２ｍａｘ）の励起光を照射したときに、被検体から得ら
れる蛍光とバランスがとれるように、通常光（例えば参照光）の光量を決める必要がある
。この光量比（特殊光の光量と通常光の光量との比）を示す情報が、スコープＩＤメモリ
１５に記録されている光量バランスに関する情報である。
【００９７】
　この光量バランスに関する情報の一例は、最大電流を第１の光源に供給したときの、露
光期間Ｔｅｘｐ（＝τ２ｍａｘ）と、第１の光源の発光時間τ１ｍａｘとの比、
　　τ２ｍａｘ＝ｃ×τ１ｍａｘ
を与える係数ｃが挙げられる。
【００９８】
　この最大光量の時点から発光量を下げる場合には、図７および図８に示すように、まず
、電流調光により行うようになっている。ここに、図７は、光源制御部２１からの光量指
示値に応じて、電流調光とＰＷＭ調光とを切り替える例を示す線図、図８は、光源制御部
２１からの光量指示値に応じて、電流調光とＰＷＭ調光とを切り替える様子を時間方向に
沿って示す図である。
【００９９】
　電流調光に入ると、第１の光源の発光時間τ１ｍａｘと第２の光源の発光時間τ２ｍａ
ｘは維持したまま、第１の光源に供給する電流の電流値Ｉ１と第２の光源に供給する電流
の電流値Ｉ２とを低下させる。この電流調光のときには、例えば光センサ２７ｇ，３７に
より各検出される任意時点の発光強度Ｐ１，Ｐ２の比Ｐ１／Ｐ２が、最大光量の時点にお
ける発光強度Ｐ１ｍａｘ，Ｐ２ｍａｘの比Ｐ１ｍａｘ／Ｐ２ｍａｘと同一に維持されるよ
うに、つまり、
　　Ｐ１／Ｐ２＝Ｐ１ｍａｘ／Ｐ２ｍａｘ
が維持されるように、電流値Ｉ１および電流値Ｉ２を制御するようになっている。
【０１００】
　その後、例えば、電流値Ｉ１と電流値Ｉ２との何れか一方が定格範囲内の最小電流値（
あるいは、定格範囲内の所定電流値でも構わない）に達したところで、図７に示すように
、ＰＷＭ調光に切り替えるようになっている。
【０１０１】
　すると今度は、発光時間の比が維持されるように、つまり、ＰＷＭ調光における任意時
点の発光時間τ１，τ２の比τ１／τ２が、最大光量の時点（および電流調光の時点）に
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おける発光時間τ１ｍａｘ，τ２ｍａｘの比τ１ｍａｘ／Ｐτｍａｘと同一に維持される
ように、つまり、
　　τ１／τ２＝τ１ｍａｘ／τ２ｍａｘ
が維持されるように、ＰＷＭデューティＤ１，Ｄ２を変化させるようになっている。ここ
に、本実施形態においては、１枚の画像（例えば１フレームの画像）の露光期間における
光源を発光させるための電流パルスが１つであることを想定しているために、ＰＷＭデュ
ーティＤ１，Ｄ２を変化させる制御は、発光時間τ１，τ２を変化させる制御と同等であ
る（電流パルスが複数（ｎ個）であるときは、ＰＷＭデューティＤ１，Ｄ２を変化させる
制御は、発光時間τ１×ｎ，τ２×ｎを変化させる制御となる）。
【０１０２】
　具体的に、第１の光源の発光時間がτ１であるときは、第２の光源の発光時間はｃ×τ
１となる。同様に、第１の光源の発光時間がα×τ１であるときは、第２の光源の発光時
間はｃ×α×τ１となる。
【０１０３】
　なお、第１の光源により通常光を発光たときの画像と、第２の光源により特殊光を発光
させたときの画像と、を同時に取得することができる同時式の構成のときには、図８の一
点鎖線に示すように、同一フレーム時間内で第１の光源と第２の光源とを同時的に発光さ
せればよい。一方、第１の光源により通常光を発光たときの画像と、第２の光源により特
殊光を発光させたときの画像と、を同時に取得することができない面順次式の構成のとき
には、図８の一点鎖線に示すように、第１の光源の発光と第２の光源の発光とをフレーム
毎に交互に行えばよい。
【０１０４】
　また、第１または第２の光源を発光させて露光が終了した後は、発光後の電荷転送時間
において、撮像素子（通常光用撮像素子１１ｃ、特殊光用撮像素子１１ｄ）から電荷を転
送して画像を読み出す処理が行われる。
【０１０５】
　図９は、内視鏡システム１の作用を示すフローチャートである。
【０１０６】
　処理を開始すると、映像処理部２８を介して光源制御部２１が、スコープＩＤメモリ１
５から内視鏡情報（スコープＩＤ）を取得する（ステップＳ１）。
【０１０７】
　そして、光源制御部２１が、取得したスコープＩＤに基づいて、通常光源装置２０に接
続されている内視鏡が、図３に示したような通常内視鏡１０Ｂであるか、または図１に示
したような特殊光観察内視鏡１０Ａであるか、を判定する（ステップＳ２）。
【０１０８】
　ここで、通常内視鏡１０Ｂであると判定した場合には、光源制御部２１は、内視鏡シス
テム１の観察モードを通常光観察モードに設定する（ステップＳ３）。
【０１０９】
　その後、図３に示したような内視鏡システム１により通常光観察を行い（ステップＳ４
）、適宜の時間間隔で、通常光観察が終了したか否かを光源制御部２１が判定する（ステ
ップＳ５）。
【０１１０】
　ここで終了していないと判定された場合には、ステップＳ４へ戻って通常光観察を継続
して行い、終了したと判定された場合には、この処理を終了する。
【０１１１】
　また、ステップＳ２において、接続されている内視鏡が特殊光観察内視鏡１０Ａである
と判定した場合には、光源制御部２１は、内視鏡システム１の観察モードを特殊光観察モ
ードに設定する（ステップＳ６）。
【０１１２】
　そして、例えば操作パネル２９を介したユーザ操作により、使用する特殊光の波長の選
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択、具体的には、第１ＩＲ－ＬＤ３３ａと第２ＩＲ－ＬＤ３３ｂとの何れを使用するかの
選択がなされたか否かを、光源制御部２１が判定する（ステップＳ７）。
【０１１３】
　光源制御部２１は、ここで選択がなされたと判定した場合には、選択された波長を発光
する制御信号をＬＤ光源制御部３１へ送信し（ステップＳ８）、選択されていないと判定
した場合には、予め定めてある波長（規定波長）を発光する制御信号をＬＤ光源制御部３
１へ送信する（ステップＳ９）。
【０１１４】
　ステップＳ８またはステップＳ９の処理を行ったら、光源制御部２１は、特殊光観察用
光源装置３０により発光する特殊光と、通常光源装置２０により発光する通常光との光量
比率を上述したように設定する（ステップＳ１０）。
【０１１５】
　そして、光源制御部２１は、設定された光量比率を維持するように、ＬＥＤ駆動部２２
を制御すると共に、ＬＤ光源制御部３１へ光量制御信号を送信する（ステップＳ１１）。
こうした制御により、上述した電流調光やＰＷＭ調光が行われるようになっている。
【０１１６】
　その後、図１に示したような内視鏡システム１により特殊光観察を行い（ステップＳ１
２）、適宜の時間間隔で、特殊光観察が終了したか否かを光源制御部２１が判定する（ス
テップＳ１３）。
【０１１７】
　ここで終了していないと判定された場合には、ステップＳ１１へ戻って光量制御を行っ
てからステップＳ１２により通常光観察を継続して行い、終了したと判定された場合には
、この処理を終了する。
【０１１８】
　なお、上述では通常光源装置２０が複数色のＬＥＤを備える構成としたが、特殊光観察
用光源装置３０と組み合わせる通常光源装置２０の構成はこれに限定されるものではなく
、例えばキセノンランプを用いる構成の通常光源装置２０であっても構わない。
【０１１９】
　このような実施形態１によれば、通常光源を備える通常光源装置２０の光源制御部２１
が特殊光の光量を制御する光量制御信号を出力し、特殊光観察用光源装置３０のＬＤ光源
制御部３１が光量制御信号を入力して、光量制御信号に基づき、通常光の光量に対して特
殊光の光量が所定の光量比となるように特殊光の光量を制御するようにしたために、通常
光源装置２０と通常内視鏡１０Ｂとを用いて通常光により観察を行うユーザが、さらに特
殊光による観察を行おうとする場合には、特殊光観察内視鏡１０Ａと、比較的安価な特殊
光観察用光源装置３０とを購入すればよい。つまり、通常光と特殊光との両方を生成可能
な高価な光源装置に買い換える必要がないために、特殊光観察を従来よりも安価に行うこ
とが可能となる。
【０１２０】
　また、光源制御部２１が、特殊光観察用光源装置３０と通信可能な状態になった場合に
光量制御信号を出力し、特殊光観察用光源装置３０と通信不可能な状態になった場合に光
量制御信号を出力しないようにしたために、特殊光観察用光源装置３０が接続されていな
い場合などに無駄に光量制御信号を出力することがなく、低消費電力化を図ることができ
る。特に、特殊光観察用光源装置３０と通信不可能な状態になった場合に、光量制御信号
の生成自体も行わないようにすれば、より一層の低消費電力化を図ることができる。
【０１２１】
　さらに、生成部である光源制御部２１が、通常光の光量に対して特殊光の光量が所定の
光量比となる光量制御信号を生成するために、通常光を参照光として、適切な光量で特殊
光による観察を行うことができる。
【０１２２】
　そして、光源制御部２１が、コネクタ受け２０ｂに接続される特殊光観察内視鏡１０Ａ
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へ特殊光を供給する特殊光観察用光源装置３０に光量制御信号を出力するようにした場合
には、通常光源装置２０内にＬＤ光源制御部３１等を設ける必要がないために、通常光源
装置２０の低コスト化を図ることができる。
【０１２３】
　加えて、特殊光観察用光源装置３０が第１の特殊光観察モードに対応する第１の特殊光
源および第２の特殊光観察モードに対応する第２の特殊光源を備える構成の場合に、生成
部である光源制御部２１が、特殊光観察モードに応じた光量制御信号を生成するようにし
たために、複数の特殊光観察モードそれぞれに適した光量比で観察を行うことが可能とな
る。
【０１２４】
　また、特殊光観察内視鏡１０Ａは、通常光を導光するライトガイド１３と、特殊光を導
光する特殊光ガイド１４と、を備えているために、１つの内視鏡で通常光観察と特殊光観
察とを行うことが可能であり、さらに、特殊光観察モードにおいても、通常光を参照光と
して利用することが可能となる。
【０１２５】
　さらに、電流調光とＰＷＭ調光とを組み合わせて光源の発光量を調整するようにしたた
めに、広いダイナミックレンジの照明下における画像を取得することができる。
【０１２６】
［実施形態２］
　図１０から図１２は本発明の実施形態２を示したものであり、図１０は通常光および特
殊光による観察が可能な内視鏡システムの構成例を示す図である。
【０１２７】
　この実施形態２において、上述の実施形態１と同様である部分については同一の符号を
付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。
【０１２８】
　上述した実施形態１は、通常光源装置２０の筐体２０ａの外部に、独立した特殊光観察
用光源装置３０を設ける構成としたが、本実施形態は、特殊光観察内視鏡１０Ａの内部に
特殊光源であるＩＲ－ＬＤ３３を設けて、特殊光観察内視鏡１０Ａ自体が特殊光観察用光
源装置の少なくとも一部を兼ねるようにし、独立した特殊光観察用光源装置を不要とした
ものとなっている。
【０１２９】
　すなわち、本実施形態の特殊光観察内視鏡１０Ａ内には、赤外レーザダイオードである
ＩＲ－ＬＤ３３が設けられていて、ＩＲ－ＬＤ３３により生成された赤外レーザ光は、特
殊光ガイド１４により導光されるようになっている。
【０１３０】
　さらに、特殊光観察内視鏡１０Ａ内に設けられたスコープＩＤメモリ１５Ｃには、上述
した製品型番や製造シリアル番号などに加えて、ＩＲ－ＬＤ３３を備える特殊光観察内視
鏡１０Ａであることを識別するための識別情報と、ＩＲ－ＬＤ３３を制御するための制御
情報と、が不揮発に記憶されている。
【０１３１】
　また、本実施形態の通常光源装置２０Ｂ内には、実施形態１の通常光源装置２０の構成
に加えて、さらにＬＤ光源制御部３１およびＬＤ駆動部３２が設けられている。そして、
光源制御部２１は、ＬＤ光源制御部３１およびＬＤ駆動部３２を介して、ＩＲ－ＬＤ３３
へ接続されている。
【０１３２】
　従って、光源制御部２１は、生成した光量制御信号を、通常光源装置２０Ｂ内に設けら
れているＬＤ光源制御部３１へ出力するようになっている。
【０１３３】
　次に、図１１および図１２を参照して、本実施形態の光源装置システム２における光量
制御について説明する。ここに、図１１は、電流調光とＰＷＭ調光とを切り替えるタイミ
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ングを、第１の光源と第２の光源とで異ならせる例を示す線図、図１２は、電流調光とＰ
ＷＭ調光とを切り替えるタイミングを、第１の光源と第２の光源とで異ならせる様子を時
間方向に沿って示す図である。
【０１３４】
　上述した実施形態は、電流調光とＰＷＭ調光とを切り替えるタイミングを、第１の光源
と第２の光源とで同一としていたが、本実施形態は、異なるタイミングとしたものである
。
【０１３５】
　上述したように、光量を変化させる場合でも、第１の光源と第２の光源との光量比は一
定に保たれるように制御される。
【０１３６】
　例えば、最大光量から発光量を下げる場合に、上述した実施形態１と同様に、まず電流
調光を行う（つまり、第１の光源に供給する電流と、第２の光源に供給する電流とを低下
させる）。このとき、第１の光源と第２の光源との一方が定格範囲内の最小電流値（ある
いは、上述したように定格範囲内の所定電流値）に到達したとしても、第１の光源と第２
の光源との他方は定格範囲内の最小電流値（同様に、あるいは定格範囲内の所定電流値）
に到達していないのが一般的である。
【０１３７】
　そこで、最小電流値（あるいは所定電流値、以下同様）に到達した方の光源は電流調光
からＰＷＭ調光に切り替えるが、最小電流値に到達していない方の光源は電流調光を引き
続き行うように制御する。
【０１３８】
　具体的に、図１１および図１２に示す例では、第１の光源に供給している電流値Ｉ１が
先に最小電流値に到達したために、第１の光源については電流調光からＰＷＭ調光に切り
替えるが、第２の光源に供給している電流値Ｉ２は最小電流値に到達するまでは、引き続
き電流調光を行っている。
【０１３９】
　この異なる制御を行っている期間は、第１の光源は電流値Ｉ１が最小電流値を維持しな
がらＰＷＭデューティＤ１が変化し、第２の光源はＰＷＭデューティＤ２を一定に維持し
ながら電流値Ｉ２が変化することになる。
【０１４０】
　その後、第２の光源に供給している電流値Ｉ２が最小電流値に到達したところで、第２
の光源も電流調光からＰＷＭ調光に切り替える。
【０１４１】
　例えば、電流値Ｉ１が最小電流値に到達したときの第１の光源の発光時間がτ１ｍａｘ
、第２の光源の発光強度がＰ２であるとし、電流値Ｉ２が最小電流値に到達したときの第
２の光源の発光強度がα×Ｐ２であるとすると、光量比が一定に維持されているために、
電流値Ｉ２が最小電流値に到達したときの第２の光源の発光時間はα×τ１ｍａｘとなる
。
【０１４２】
　こうして、第１の光源および第２の光源の両方が最小電流値に到達した後は、第１の光
源および第２の光源がＰＷＭ調光により光量制御される。
【０１４３】
　なお、実施形態１で述べた電流調光とＰＷＭ調光との同時タイミング切り替えを本実施
形態の構成に適用してもよいし、本実施形態で述べた電流調光とＰＷＭ調光との異なるタ
イミング切り替えを実施形態１の構成に適用しても構わない。
【０１４４】
　このような実施形態２によれば、上述した実施形態１とほぼ同様の効果を奏するととも
に、通常光源装置２０Ｂに特殊光の光量を制御する光量制御部であるＬＤ光源制御部３１
を備えさせ、通常内視鏡１０Ｂに特殊光源であるＩＲ－ＬＤ３３を備えさせたために、通
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用光源装置の他の一部を兼ねることとなり、通常光源装置２０Ｂおよび通常内視鏡１０Ｂ
とは別体の特殊光観察用光源装置を単体で設ける必要がなくなり、構成を簡潔にすること
ができる。その結果、特殊光観察を行う場合の装置の個数が少なくなるために、特殊光観
察を行う前の準備段階における装置の接続作業が容易となる。
【０１４５】
　また、電流調光とＰＷＭ調光とを切り替えるタイミングを異ならせた場合でも、切り替
えるタイミングを同一とした場合と同様に、広いダイナミックレンジの照明下における画
像を取得することができる。
【０１４６】
　なお、上述した各部の機能は、ハードウェアとして構成された１つ以上のプロセッサが
果たすように構成してもよい。
【０１４７】
　また、上述では主として光源装置システム、通常光源装置、特殊光観察用光源装置、内
視鏡システムについて説明したが、各装置や各システムを上述したように作動させる作動
方法であってもよいし、コンピュータに各装置や各システムと同様の処理を行わせるため
の処理プログラム、該処理プログラムを記録するコンピュータにより読み取り可能な一時
的でない記録媒体、等であっても構わない。
【０１４８】
　さらに、本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実
施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明の態様を
形成することができる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を
削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
このように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能であること
は勿論である。
【０１４９】
　本出願は、２０１７年４月２７日に日本国に出願された特願２０１７－８８６８８号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲、図面に引用されたものとする。
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【図６】



(20) JP WO2018/198507 A1 2018.11.1
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月13日(2018.7.13)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、通常光と特殊光とを生成する光源システムに関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、通常光により観察を行うユーザが、さ
らに特殊光による観察を従来よりも安価に行うことを可能とする光源システムを提供する
ことを目的としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一態様による光源システムは、筐体内に設けられ、被検体に対して出射する通
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常光を出射可能な通常光源装置と、前記筐体とは別体で設けられ、前記被検体に対して前
記通常光とはスペクトルが異なる特殊光を出射可能な特殊光用光源装置と、前記通常光源
装置に設けられ、前記通常光に対する発光強度を調整するとともに前記通常光の光量に対
して前記特殊光の光量が所定の光量比となる光量制御信号を生成する光源制御部と、前記
特殊光用光源装置に設けられ、前記特殊光の発光強度を調整する特殊光制御部と、を備え
、前記通常光源装置及び前記特殊光用光源装置が通信可能な状態において、前記光源制御
部は前記通常光の発光強度を調整するとともに前記光量制御信号を前記特殊光用光源装置
に送信し、前記特殊光制御部は、受信した前記光量制御信号に基づいて前記特殊光の発光
強度を調整する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体内に設けられ、被検体に対して出射する通常光を出射可能な通常光源装置と、
　前記筐体とは別体で設けられ、前記被検体に対して前記通常光とはスペクトルが異なる
特殊光を出射可能な特殊光用光源装置と、
　前記通常光源装置に設けられ、前記通常光に対する発光強度を調整するとともに前記通
常光の光量に対して前記特殊光の光量が所定の光量比となる光量制御信号を生成する光源
制御部と、
　前記特殊光用光源装置に設けられ、前記特殊光の発光強度を調整する特殊光制御部と、
を備え、
　前記通常光源装置及び前記特殊光用光源装置が通信可能な状態において、前記光源制御
部は前記通常光の発光強度を調整するとともに前記光量制御信号を前記特殊光用光源装置
に送信し、
　前記特殊光制御部は、受信した前記光量制御信号に基づいて前記特殊光の発光強度を調
整することを特徴とする光源システム。
【請求項２】
　前記通常光は参照光としての緑色光であり、前記特殊光は前記参照光より狭帯域な赤外
光であることを特徴とする請求項１に記載の光源システム。
【請求項３】
　前記通常光源装置は、前記通常光を構成するための複数の半導体光源と、当該複数の半
導体光源における各々の発光強度を検知する通常光検知センサと、を備えることを特徴と
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する請求項１に記載の光源システム。
【請求項４】
　前記特殊光用光源装置は前記特殊光の発光強度を検出する光センサを備え、
　前記特殊光制御部は、受信した前記光量制御信号及び前記光センサの検出結果に基づい
て前記特殊光の発光強度を調整することを特徴とする請求項１に記載の光源システム。
【請求項５】
　前記特殊光用光源装置は前記特殊光を構成するための半導体光源を備え、
　前記特殊光制御部は、前記光量制御信号に基づいて前記半導体光源に対して電流値によ
る調光とパルス幅による調光とを切り替えることを特徴とする請求項１に記載の光源シス
テム。
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